
後 期 高 齢 者 医 療 制 度 の 撤 回 を ！

後期高齢者は、早く死ねってか？！

後 期 高 齢 者 医 療 制 度 が ４月 から始 ま って 「問 答 無 用 の年 金

から の 天 引 きは け しから ん 」 「収 入 は 年 金 しかな い の に 、負 担

アップ はどう して・・・」と途 方 にくれ る お年 寄 り。
７５歳 以 上 の 高 齢 者 （６５歳 以 上 の 障 害 者 も ）だ け を別 立 ての

医 療 保 険 に す る 「後 期 高 齢 者 医 療 制 度 」。国 民 の 怒 りに 驚 い

た政 府 は、に わ かに 「長 寿 医 療 制 度 」と耳 障 りい い 名 前 に 変 え

ても 、制度 が変わ る わ け ではな く中 身の問 題な のです 。
そも そも 、後 期 高 齢 者 医 療 制 度 が つくられ た 目 的 は 、高 齢 者 を国 保 や 健 保

から切 り離 して 「保 険 料 の 値 上 げ か 、それ が い や な ら医 療 の 制 限 か 」とい う 選

択 に追 い 込んでゆ く制 度に したことです 。
しかも 、ここに きて 、この 制 度 が 小 泉 内 閣 の時 に つくられ た制 度 であ る ことが

国 民 の 前 に あきらかに な って 「小 泉 の せい だ 」と気 が付 い たの です 。「小 泉 復 活

論 」までてい たことを考 え る と様 変 わ りです 。

「負 担 の 公 平 」とい い ま すが 、年 をとって医 者 に かかる ことが 増 え る の は 、どこ
の国 でも当 たりま え 。それ よ り、年 齢 で差 別 する 医 療 制 度 こそ、世 界 どこをみ て

も日 本 以外 な い のです 。

財 源 は道 路 特 定 財 源 の一 般 財 源 化 、ム ダ 支 出 を無 くす ！

実 は 、医 療 費 に かけ る 国 の 負 担 は 、ＧＤＰ（国 内 総 生 産 ）の ８％ 。サミッ ト参 加 国

７カ国 で最低 。さらに 医 者の数 も先 進国 で最低 です 。
一 方 、道 路 特 定 財 源 の 復 活 （ガソリン税 ア ップ ）の た

めに 、再 議 決 ま で模 索 してい る 自 民 、公 明 政 権 の 道 路

中 期計 画 の問 題 。

日 本 共 産 党 の 追 及 で 、あ き ら かに な った の は 、伊 勢
湾 口 道 路 ２兆 円 の計 画 な ど中 期 道 路 計 画 のム ダ な 大

型 公共 事 業です 。

こ う した ム ダ 使 い をや め れ ば 公 的 医 療 保 障 の 充 実
はできま す 。税 金 の 使 い 方 に 国 民 が 関 心 をも ってい る

今 がチャンス 。

今 年 中 に 予 想 され る 総 選 挙 で 、国 政 からお 年 寄 りに

優 しい 政 治 にかえ る ため 、
ご 一 緒に がんば りましょう 。

http://www.yamauti.info
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後 退 する医 療 制 度

全 国 の医 師 会 に 広 が る反 対 の声
小泉 内 閣 （自 民 、公明 ）が進めた

社会 保 障の連 続改 悪 、下表 をご 覧 下さい 。

徹底してムダを無くし、大企業・大資産家に応分の負担を！

消費税に頼らず財源は生まれる

連日テレビで報道されるムダな建物、厚労省は反省すらしていません、大型公共
事業を見直し、アメリカへの思いやり予算など軍事費にメスをいれる。

また、政党助成金の廃止、大企業の減税を見直せば財源は生み出せます。

特 集

主 な社 会 保障 改 悪
主な庶民増税

０２年
7 0歳 以 上 の医 療 費 窓 口 負 担 １割 、現 役 並 み ２割 りに引 き上 げ

雇 用 保 険 料 の引 き上 げ

０３年
介 護 保 険 料 の引 き上 げ

サ ラリーマん 家 族 とも窓 口 負 担 ３割 に、失 業 保 険 給 付 引 き下 げ

０４年
生 活 保 護 基 準 引 き下 げ、老 齢 加 算 の廃 止 （３年 間 で ）

厚 生 年 金 保 険 料 の引 き上 げ開 始

配偶者特別控除

の上乗せ分廃止

０５年

国 民 年 金 保 険 料 の引 き上 げ開 始

生 活 保 護 母 子 加 算 （１６～ １８歳 ）の削 減

雇 用 保 険 料 引 き上 げ、介 護 保 険 （食 ・住 ）自 己 負 担 導 入

高齢者年金課税

強化

配偶者＝住民税

０６年

介 護 保 険 料 の引 き上 げ

障 害 者 自 立 支 援 法 による自 己 負 担 増

現 役 並 み所 得 、老 齢 者 窓 口 負 担 ３割 に

定率減税半減

（住民税、所得税）

０７年生 活 保 護 母 子 加 算 （１５歳 以 下 ）の削 減 ３年 間 で 段 階 的 に 定率減税全廃

０８年７５歳 以 上 の後 期 高 齢 者 医 療 制 度 開 始

お年寄りを大切にする社会
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